
問
合
先　

福
祉
政
策
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
９
３

７
年
度
日
本
赤
十
字
社
活
動

資
金
を
募
集

　

災
害
発
生
時
の
救
護
や
海
外
で
の

救
援
活
動
な
ど
の
活
動
資
金
は
、
会

費
や
寄
付
を
あ
わ
せ
た
活
動
資
金
で

支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
支

援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
先

　

日
本
赤
十
字
社
大
阪
府
支
部

　

門
真
市
地
区
（
福
祉
政
策
課
内
）

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
９
３

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
か
ら
の

お
知
ら
せ

◆
ふ
る
さ
と
の
話
を
し
よ
う
会

と
き　

５
月
28
日
㈬

　

午
後
１
時
～
３
時
15
分

費
用　

４
０
０
円

申
込
方
法　

５
月
21
日
㈬
ま
で
に
電

話
ま
た
は
直
接

◆
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
使
っ
た
健
康
教
室

と
き　

５
月
15
日
㈭
～
６
月
５
日
㈭

の
木
曜
日
（
全
４
回
）

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

と
き　

５
月
23
日
㈮

　

午
後
２
時
～
３
時
30
分

と
こ
ろ　

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

費
用　

無
料

申
込
方
法　

電
話

問
合
先　

高
齢
福
祉
課　

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
１
７
６

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の
皆
様
へ

第
12
回
特
別
弔
慰
金
を
支
給

対
象

　

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺
族

の
う
ち
最
も
順
位
の
高
い
人

※
４
月
１
日
現
在
、
公
務
扶
助
料
な

ど
の
受
給
権
を
有
す
る
遺
族
が
い

な
い
こ
と
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ

せ
支
給
内
容　

額
面
５
万
５
０
０
０
円
、

５
年
償
還
の
記
名
国
債

申
請
期
限　

　

令
和
10
年
３
月
31
日
㈮

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

費
用　

無
料

申
込
方
法　

５
月
12
日
㈪
ま
で
に
電

話
ま
た
は
直
接

◆
共
通

と
こ
ろ　

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

対
象　

市
在
住
で
60
歳
以
上
の
人

申
込
・
問
合
先

　

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
３
）７
７
７
１

社
会
福
祉
協
議
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

◆
第
20
回
門
真
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
フ

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル　

と
き　

６
月
１
日
㈰

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

と
こ
ろ　

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

問
合
先　

門
真
市
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
４
５
３

◆
第
1
回
手
話
こ
れ
か
ら
講
座

と
き

　

６
月
７
日
㈯
・
14
日
㈯
・
21
日
㈯

午
後
２
時
30
分
～
４
時
30
分

と
こ
ろ　

市
立
公
民
館

講
師　

市
身
体
障
害
者
福
祉
会
ろ
う

あ
部
会
、
門
真
市
手
話
サ
ー
ク
ル

「
く
す
の
木
」

対
象

　

市
在
住
・
在
勤
で
中
学
生
以
上
の

人
費
用　

無
料

申
込
方
法

　

５
月
１
日
㈭
～
30
日
㈮
に
電
話
ま

た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
申
込
フ
ォ

ー
ム
か
ら
申
し
込
み

申
込
・
問
合
先

　

門
真
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
４
５
３

◆
文
字
で
伝
え
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養

成
講
座

と
き

　

５
月
30
日
～
８
月
８
日
の
金
曜
日

（
全
11
回
）

と
こ
ろ　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

対
象　

市
在
住
・
在
勤
の
人

費
用　

無
料

申
込
方
法

　

５
月
１
日
㈭
～
23
日
㈮
に
電
話
ま

た
は
申
込
フ
ォ
ー
ム
か
ら
申
し
込

み
申
込
・
問
合
先

　

門
真
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
４
５
３

届
出
に
必
要
な
も
の

◦
退
職
し
た
と
き
…
離
職
票
ま
た
は

社
会
保
険
資
格
喪
失
証
明
書
等
、

本
人
確
認
書
類

◦
扶
養
か
ら
は
ず
れ
た
と
き
…
社
会

保
険
資
格
喪
失
証
明
書
ま
た
は
配

偶
者
の
離
職
票
等
、
本
人
確
認
書

類
※
代
理
申
請
は
委
任
状
が
必
要

届
出
方
法

　

届
出
書
を
郵
送
ま
た
は
持
参

※
届
出
書
は
市
民
課
窓
口
で
配
布
ま

た
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

届
出
・
問
合
先　

市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
０
５

国
民
年
金
の
加
入
手
続
き

　

日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
人
で
、
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い

な
い
人
は
す
べ
て
国
民
年
金
の
第
１

号
被
保
険
者
ま
た
は
第
３
号
被
保
険

者
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
国
民
年
金

第
１
号
被
保
険
者
は
保
険
料
の
納
付

が
必
要
で
す
。

　

会
社
を
退
職
し
た
と
き
や
配
偶
者

の
扶
養
か
ら
は
ず
れ
た
と
き
は
、
国

民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
の
加
入
手

続
き
が
必
要
で
す
。

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

納
税
通
知
書
を
５
月
上
旬
に
発
送

　

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
、
毎

年
４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
ま
た
は

使
用
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
４
月
２

日
以
降
に
名
義
変
更
や
廃
車
の
手
続

き
を
さ
れ
て
も
、
そ
の
年
度
分
は
課

税
さ
れ
、
払
い
戻
し
は
で
き
ま
せ
ん
。

◆
減
免
申
請
は
６
月
２
日
㈪
ま
で

対
象　

身
体
に
障
が
い
が
あ
る
な
ど
、

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
人

※
１
人
１
台

※
継
続
減
免
制
度
あ
り

※
申
請
に
必
要
な
物
な
ど
は
納
税
通

知
書
に
同
封
の
チ
ラ
シ
を
参
照

問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
７
４

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

納
税
通
知
書
を
５
月
上
旬
に
発
送

　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
は
、

毎
年
１
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
課

税
さ
れ
ま
す
。

◆
減
免
申
請

対
象　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
人

申
請
方
法

　

６
月
２
日
㈪
ま
で
に
納
税
通
知
書
、

す
べ
て
の
納
付
書
、
身
元
確
認
書

類
、
個
人
番
号
確
認
書
類
を
持
参

※
詳
し
く
は
納
税
通
知
書
に
同
封
の

チ
ラ
シ
を
参
照

※
本
人
に
よ
る
申
請
や
来
庁
が
困
難

な
場
合
は
問
い
合
わ
せ

問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
１
８

６
年
度
市
税
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か

　

７
年
度
の
軽
自
動
車
税
（
種
別
割

）
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
は

５
月
か
ら
課
税
さ
れ
ま
す
。
６
年
度

の
税
金
に
納
め
忘
れ
が
あ
る
人
や
納

付
が
困
難
な
人
は
お
早
め
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

問
合
先

　

収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
５

７
年
度
で
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）

納
税
証
明
書
の
発
送
を
廃
止

　

４
月
か
ら
二
輪
の
小
型
自
動
車
（

排
気
量
２
５
０
㏄
超
の
二
輪
車
）
は

軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
（
軽
自
動
車
税
納
付
確

認
シ
ス
テ
ム
）
に
対
応
す
る
た
め
、

車
検
窓
口
で
軽
自
動
車
税
納
税
証
明

書
（
継
続
検
査
用
）
の
掲
示
は
原
則

不
要
に
な
り
ま
す
。
口
座
振
替
に
よ

り
納
付
さ
れ
て
い
た
人
へ
の
軽
自
動

車
税
（
種
別
割
）
納
税
証
明
書
の
発

送
は
７
年
度
で
廃
止
と
な
り
ま
す
。

◆
納
付
後
す
ぐ
に
車
検
を
受
け
る
場

合

　

軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
に
納
付
状
況
が
反
映

さ
れ
る
ま
で
２
～
３
週
間
程
度
か
か

り
ま
す
。
す
ぐ
に
納
税
証
明
書
が
必

要
な
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
先

　

収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
２
５

マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
登
録
解
除

　

市
国
民
健
康
保
険
・
府
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
で
解
除
を

希
望
す
る
人
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
は
郵
送
や
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
で

き
ま
す
。
そ
の
ほ
か
の
保
険
加
入
者

は
自
身
の
健
康
保
険
組
合
に
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
物

　

本
人
確
認
書
類
、
対
象
者
の
被
保

険
者
番
号
、
対
象
者
と
別
世
帯
の

人
は
委
任
状

※
マ
イ
ナ
保
険
証
を
持
っ
て
い
て
も

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
の
受
診

が
困
難
な
人
（
要
配
慮
者
）
に
は

申
請
に
よ
り
資
格
確
認
書
を
発
行

可
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

参
照

問
合
先　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

市役所の日曜相談窓口（５月）
相談内容 とき 持ち物・業務内容・問合先など

マイナンバー 11日㈰・25日㈰午前９時～正午

業�務内容　マイナンバーカードの交
付・再交付、電子証明書の発行・
更新、暗証番号の再設定・ロック
解除、マイナンバーに関する相談
※�混雑時は待ち時間が発生する場合
あり
相談・問合先　市民課
　☎０６(６９０２)５８２１

国民年金 25日㈰
午前９時～正午

業�務内容
　国民年金加入、免除申請など
持�ち物　基礎年金番号通知書または
マイナンバーカードなど
※�離職した人は離職票、代理申請は
委任状が必要
相談・問合先　市民課
　☎０６(６９０２)６００５

市税、国民健
康保険料、後
期高齢者医療
保険料、介護
保険料納付

25日㈰
午前９時～正午
※�予約優先。市公式LINEから予
約可。受付は２週間前まで

持�ち物　運転免許証など本人確認が
できる物
相談・問合先　収納課
　☎０６(６９０２)５９３５

　確認書の返送がまだの人はお急ぎください。返送
期限を過ぎると受付できません。
　確認書類に不備がある人には通知書を送付してい
ますので、期限までに必ず必要書類を提出してくだ
さい。
申請・問合先
　給付金専用窓口（市役所別館３階）
　☎０６(６９０２)６２８４
※受付は平日午前９時～午後５時30分

６年度冬の重点支援給付金６年度冬の重点支援給付金
（非課税世帯）（非課税世帯）

申請期限は５月30日㈮まで
※郵送の場合は消印有効

詳しくは
こちら

◆
多
々
見
市
蔵
様

　

本
市
の
小
学
校
の
子
ど
も
の
た
め
、

本
を
ご
寄
贈
い
た
だ
き
感
謝
い
た
し

ま
す
。

６年度国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付 納め忘れている人や納付が困難な人は収納課へご相談ください。問合先　収納課　☎０６（６９０２）５９３５

第
１
回
臨
時
会
（
本
会
議
）

と
き　

５
月
13
日
㈫
・
14
日
㈬

　

午
前
10
時
か
ら

※
日
時
は
都
合
に
よ
り
変
更
す
る
場

合
あ
り

と
こ
ろ　

議
場（
市
役
所
本
館
１
階
）

※
受
付
は
午
前
９
時
30
分
か
ら

問
合
先　

議
会
事
務
局

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
９
７
８

保

険

税

金

年

金

福

祉

寄
附
・
寄
贈

議

会
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